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１．消費者問題への迅速かつ的確な対応を図る観点から、消費者政

策会議の所掌事務のうち特定事項に関する審議等を機動的に行う

ため、消費者政策会議関係委員会議（以下「関係委員会議」とい

う。）を開催する。 

 

 

２．関係委員会議は、内閣官房長官が主宰し、内閣府特命担当大臣

（経済財政政策）及び特定事項に関する関係委員の出席を求めて

開催する。 

 

 

３．関係委員会議の庶務は、内閣府国民生活局消費者企画課におい

て処理する。 

 

 

４．前各項に定めるもののほか、関係委員会議の運営に関する事項

その他必要な事項は、主宰者が定める。 

 

 

 


